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こども局（こども育成室）行政監査結果報告のこと 

 

地方自治法第１９９条第２項の規定により、みだしの監査を明石市監査

基準に準拠して実施したので、その結果を別紙のとおり報告する。 
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 こども局（こども育成室）行政監査の結果について 

 

１ 監査のテーマ 

「準公金の取扱いについて」 

  （注）準公金とは、職員が職務に関連して取り扱う現金等で、明石市財務規則及び地方公

営企業法の財務規定等を適用する事業の会計規則が適用されないものをいう。 

 

２ 監査の対象部局 

⑴ こども育成室 

   運営担当、保育所 

⑵ 幼稚園 

 

３ 監査の期間 

 令和５年１１月２７日から令和６年３月２５日まで 

 

４ 監査の対象範囲 

監査事務局の実地監査時点における準公金の取扱いに関する事務の

執行を対象とした。 

 

５ 監査の対象事項 

⑴ 準公金の取扱状況について 

 ⑵ 準公金の取扱金額について 

 ⑶ 準公金の管理状況について 

 ⑷ 準公金の事務処理について 

 

６ 監査の方法 

明石市準公金取扱基準等に基づいた事務が行われているかについて、

こども局（こども育成室）の関係書類等を証憑書類等の突合や関係職員

からのヒアリングなどの方法により監査を実施した。 

 

７ 監査の結果 

こども局（こども育成室）で取り扱っている準公金のうち、こども育
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成室７４件（運営担当１件、保育所３件、幼稚園７０件）の監査を実施

した結果、おおむね適正に執行されているものと認められた。 

なお、別途改善の検討を指示した事項※については、改善措置を講じ

られたい。 

  また、所管部署におかれては、他に同様の事例が発生していないか十

分に点検を行われたい。 

 

 

 

― 参考 ― 

※別途改善の検討を指示した事項 

行政監査（準公金の

取扱いについて） 

取
扱
状
況 

取
扱
金
額 

管
理
状
況 

事
務
処
理 

計 

件 数 
  

5 8 13 

※ 上記表は、今年度から監査結果の参考として添付しています。 
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